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鶴見大学大学院学則

　　第１章　　総則
（目的）
第１条　本大学院は、本大学の目的及び使命達成のため
　学部における教育の基礎の上に高度にして専門的な
　学術の理論かつ応用を教授研究し、その深奥を究めて
　文化の進展と社会福祉の増進に寄与しうる有能な研
　究指導者を養成することを目的とする。
（自己評価等）
第２条　本大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条
　の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動
　等の状況について自己点検及び評価を行い、その結果
　を公表するものとする。
２　前項の点検及び評価を行うにあたり、その項目及び体
　制については、別に定める。
３　第１項の点検及び評価の結果について、本学の職員
　以外の者による検証を行うように努めることとする。
　（教育内容等の改善のための組織的な研修等）
第２条の２　本大学院は、授業及び研究指導の内容及び
　方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（ファ
　カルティ・ディベロップメント：以下「FD」という。）を実施
　するものとする。
２　前項のFDを推進するために、本大学院各研究科に
　FD委員会を置く。
３　FD委員会に関する規程は、別に定める。
　（情報の積極的な提供）
第２条の３　本大学院は、教育研究活動等の状況につい
　て、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる
　方法によって、積極的に情報を提供するものとする。
（課程）
第３条　本大学院文学研究科に博士課程を置き、博士前
　期課程と博士後期課程とに区分する。博士前期課程
　は、これを修士課程として取り扱うものとする。
２　本大学院歯学研究科に博士課程を置く。
３　文学研究科における博士前期課程は、広い視野に立
　って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又
　は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力
　を養うことを目的とする。
４　文学研究科における博士後期課程は、専攻分野につ
　いて研究者として自立して研究活動を行い、又はその
　他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の
　研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを
　目的とする。
５　歯学研究科における博士課程は、専攻分野について
　研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の
　高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究

　能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的
　とする。

　　第２章　　組織
（研究科）
第４条　本大学院に下記の研究科を置く。
　　　　　文学研究科
　　　　　歯学研究科
（専攻）
第５条　各研究科に次の専攻を置く。
　　　　　文学研究科　日本文学専攻（博士前期課程、
　　　　　　　　　　　博士後期課程）
　　　　　　　　　　　英米文学専攻（博士前期課程、
　　　　　　　　　　　博士後期課程）
　　　　　　　　　　　文化財学専攻（博士前期課程、
　　　　　　　　　　　博士後期課程）
　　　　　歯学研究科　歯学専攻　　（博士課程）

　　第３章　　標準修業年限
（標準修業年限）
第６条　文学研究科博士課程の標準修業年限は、５年と
　し、これを前期２年、後期３年に区分する。
２　歯学研究科博士課程の標準修業年限は、４年とする。

　　第４章　　定員
（入学定員及び収容定員）
第７条　研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおり
　とする。

 

　　第５章　　教育方法等
（教育方法）
第８条　本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論
　文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）
　によって行うものとする。
（教育方法の特例）
第８条の２　大学院の課程においては、教育上特別の必
　要があると認められる場合には、夜間その他特定の時

研究
科名

文　学
研究科

入学
定員

収容
定員

収容
定員

入学
定員

収容
定員

入学
定員

歯　学
研究科

合　計

専攻名
博士前期課程 博士後期課程 博士課程

日本文
学専攻
英米文
学専攻
文化財
学専攻

歯　学
専　攻
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　間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適
　当な方法により教育を行うことができる。
（授業科目及び単位数）
第９条　各研究科における授業科目及び単位数は、別表
　によるものとし、履修方法及び研究指導の内容は、各研
　究科において別に定めることとする。
２　文学研究科において、別表Ⅰ－１により、博士前期課程
　は、３２単位以上を修得するものとする。
3　文学研究科において、別表Ⅰ－２により、博士後期課程
　は、日本文学専攻及び英米文学専攻にあっては２０単位
　以上を、文化財学専攻にあっては８単位以上を修得する
　ものとする。
４　歯学研究科においては、別表Ⅱにより、必修科目・選択
　科目を含めて、合計３０単位以上を修得するものとする。
　ただし、選択科目については、予め定められたうちから
　修得するものとし、その科目の履修は、必修科目担当教
　員の指導を受けるものとする。
（他の大学院の授業科目）
第１０条　各研究科において、教育研究上有益と認めると
　きは、他の大学院と予め協議の上、他の大学院の授業
　科目を履修させることができる。この場合において、履
　修した授業科目の修得単位は、１０単位を超えない範囲
　で、本大学院において修得したものとみなすことができ
　る。
２　各研究科において、教育研究上有益と認めるときは、
　予め協議の上、他の大学院又は研究所等において必要
　な研究指導を受けさせることができる。
（単位の認定）
第１１条　授業科目を履修した者に対しては、試験及び研
　究報告等により科目担当教員が学期末又は学年末に
　単位を認定する。
（成績の認定）
第１２条　文学研究科においては、各科目の成績認定は、
　優・良・可及び不可の４種の評語をもって表わし、優・良・
　可を合格とし、不可を不合格とする。
２　歯学研究科においては、各科目の成績認定は、合格、
　不合格の２種とする。
（教育職員免許状）
第１３条　教育職員免許状授与の所要資格を取得しよう
　とする者は、文学研究科の授業科目より教育職員免許
　法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行
　規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要単位を
　修得しなければならない。
２　本大学院で取得できる免許状の種類及び教科は、次
　のとおりである。

　　第６章　　課程修了の要件
（修了の要件）
第１４条　各課程修了の要件は、次に掲げるとおりとする。
２　文学研究科において、博士前期課程は、２年以上在学
　し、３２単位以上を修得して、さらに必要な研究指導を受
　けた上、修士論文の審査に合格し、かつ、最終試験に合
　格しなければならない。
３　博士後期課程においては、３年以上在学し、日本文学
　専攻及び英米文学専攻にあっては２０単位以上を、文
　化財学専攻にあっては８単位以上を修得して、さらに必
　要な研究指導を受けた上、博士論文の審査に合格し、
　かつ、最終試験に合格しなければならない。
４　歯学研究科博士課程においては、４年以上在学し、３０
　単位以上を修得し、さらに必要な研究指導を受けた上、
　博士論文の審査に合格し、かつ、最終試験に合格しな
　ければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた
　研究業績を上げた者については、３年以上在学すれば
　足りるものとする。

　　第７章　　学位
（学位の授与）
第１５条　本大学院文学研究科日本文学専攻博士前期課
　程及び英米文学専攻博士前期課程を修了した者には、
　修士（文学）の学位を授与する。
２　本大学院文学研究科文化財学専攻博士前期課程を
　修了した者には、修士（文化財学）の学位を授与する。
第１６条　本大学院文学研究科日本文学専攻博士後期課
　程及び英米文学専攻博士後期課程を修了した者には、
　博士（文学）の学位を授与する。
２　本大学院文学研究科文化財学専攻博士後期課程を
　修了した者には、博士（文化財学）の学位を授与する。
３　本大学院学生以外の者で、博士（文学）又は博士（文
　化財学）の学位を請求して、論文を提出する者がある時
　は、本学学位規程の定めるところにより、これを受理す
　るものとする。
第１７条　本大学院歯学研究科博士課程を修了した者に
　は、博士（歯学）の学位を授与する。
２　本大学院学生以外の者で、博士（歯学）の学位を請求

日本文
学専攻

国　　語
中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

英米文
学専攻

外国語
（英語）

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

文化財
学専攻

社　　会
地理歴史

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

文　学

研究科

研究科 専　攻 免許状の種類 教　科
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　して、論文を提出する者がある時は、本学学位規程の定
　めるところにより、これを受理するものとする。
第１８条　その他学位に関する規程は、別に定める。

　　第８章　　入学、在学、休学、転学及び退学
（入学の時期）
第１９条　入学の時期は、毎年度学年始めとする。
（入学の資格）
第２０条　本大学院各研究科に入学できる資格のある者
　は、それぞれ次の各号の一に該当する者とする。
　　文学研究科博士前期課程
　(1)　大学を卒業した者
　(2)　外国において学校教育における１６年の課程を修
　　了した者
　(3)　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上である
　　ことその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
　　のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを
　　文部科学大臣が定める日以後に修了した者
　(4)　文部科学大臣の指定した者
　(5)　その他本大学院において大学を卒業した者と同
　　等以上の学力があると認めた者
　　文学研究科博士後期課程
　(1)　修士の学位を有する者
　(2)　外国において修士の学位に相当する学位を授与
　　された者
　(3)　文部科学大臣の指定した者
　(4)　その他本研究科において、修士の学位を有する者
　　と同等以上の学力があると認めた者
　　歯学研究科博士課程
　(1)　大学（歯学又は医学の学部）を卒業した者
　(2)　外国において学校教育における１８年の課程（最
　　終課程は歯学又は医学）を修了した者
　(3)　文部科学大臣の指定した者
　(4)　その他本大学院において、大学（歯学又は医学の
　　学部）を卒業した者と同等以上の学力があると認め
　　た者
（出願手続）
第２１条　本大学院に入学を志願する者は、所定の入学
　検定料及び必要な書類を添えて申し出なければならな
　い。
（入学検定）
第２２条　入学検定は、人物、学力及び身体について行う
　ものとする。この場合において、学力検定は試験検定と
　し、試験方法は、その都度定める。
（入学手続）
第２３条　前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受
　けた者は、定められた期日までに所定の書類を提出す
　るとともに入学金、授業料及びその他の納付金を納入

　するものとする。
２　学長は、前項の手続きを完了した者に入学を許可す
　る。
（在学期間）
第２４条　文学研究科博士前期課程における在学期間
　は、４年を超えないものとする。
２　文学研究科博士後期課程における在学期間は、６年を
　超えないものとする。
３　歯学研究科博士課程における在学期間は、８年を超え
　ないものとする。
（休学手続）
第２５条　学生が病気その他の事故により３か月以上休学
　しようとするときは、医師の診断書又は詳細な理由書を
　添え、保証人連署で学長に願い出て許可を受けなけれ
　ばならない。
（休学期間）
第２６条　休学は、１年を超えることができない。ただし、特
　別の事由あるものに対しては、さらに１年以内の休学を
　許可することがある。休学期間は、在学期間に算入しな
　い。
（復学）
第２７条　休学期間中にその理由が消滅した場合は、保証
　人連署による願い出によって復学を許可する。
（休学の特例）
第２８条　学長は、特に必要と認めた者に対して、休学を
　命ずることがある。
（他の大学院への入学）
第２９条　他の大学院へ入学しようとする者は、その理由
　を詳記の上、学長に願い出てその許可を受けなければ
　ならない。許可を受けると同時に退学するものとする。
（他の大学院への転学）
第３０条　他の大学院へ転学しようとする者は、その理由
　を詳記の上、学長に願い出てその許可を受けなければ
　ならない。許可を受けると同時に退学するものとする。
（転入学）
第３１条　学長は、本大学院への転学を志願する者に対し
　て、願い出により欠員ある場合に限り各研究科委員会
　の議を経て、これを許可することがある。
（退学）
第３２条　学生は、病気その他の事由で退学しようとする
　ときは、保証人連署で学長に願い出てその許可を受け
　なければならない。
第３３条　学長は、学生が病気その他の事由で成業の見
　込みがないと認めたときは、退学を命ずることがある。
２　文学研究科において、課程を修了することなく、第24
　条第１項又は第２項に規定する在学期間を経過した者
　は、退学するものとする。
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　　第９章　　賞罰
（表彰）
第３４条　著しい善行のあった者は、これを表彰すること
　がある。
（懲戒）
第３５条　学生の本分に反する行為のあった者は、研究科
　委員会の議を経て、学長がこれを懲戒する。懲戒は、戒
　告、謹慎、停学及び退学とする。
２　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して
　行う。
　(1)　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　(2)　病気その他の事由で成業の見込みがないと認め
　　られる者
　(3)　正当の理由がなくて出席が常でない者
　(4)　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反
　　した者

　　第１０章　　入学検定料及び学生納付金
（入学検定料及び学生納付金）
第３６条　入学検定料及び学生納付金は、別表Ⅲに定める
　とおりとする。
２　その他学生納付金についての細則は、別に定める。
（納付金の不返戻）
第３７条　既納の納付金は、事由の如何を問わず返戻しな
　い。転学、退学、除籍又は退学を命じられた者も当該年
　度の授業料を納入しなければならない。
（停学者の授業料）
第３８条　停学者も、当該年度の授業料を納入しなければ
　ならない。
（休学者の授業料）
第３９条　休学者の授業料は、学年度始めより１年間を通
　じて休学する場合に限り、当該年度の授業料は徴収し
　ない。　
（督促）
第４０条　授業料を所定期間内に納入せず督促を受けな
　がら、なお納入を怠る者は、除籍される。

　　第１１章　　外国人留学生、聴講生及び研究生
（外国人留学生等）
第４１条　外国人留学生、聴講生及び研究生については、
　別に定める。

　　第１２章　　教員組織
（教員）
第４２条　大学院学生の授業及び研究指導には、本学専
　任教員がこれにあたる。ただし、必要に応じ兼任教員を
　置くことができる。

　　第１３章　　研究科委員会
（設置）
第４３条　大学院に各研究科委員会を置く。
（組織）
第４４条　研究科委員会は、研究科の教授をもって組織す
　る。ただし、必要あるときは、研究科委員会の決定により
　研究科の他の教員を構成員に加えることができる。
（審議事項）
第４５条　研究科委員会は、次に掲げる事項を審議する。
　(1)　大学院学則の変更及び諸規則の制定変更に関す
　　る事項
　(2)　大学院教員の選考に関する事項
　(3)　授業科目及び研究指導に関する事項
　(4)　入学等学籍に関する事項
　(5)　賞罰に関する事項
　(6)　試験及び履修単位に関する事項
　(7)　学位論文の審査及び試問に関する事項
　(8)　その他研究科に関する重要な事項
（委員長）
第４６条　各研究科委員会委員長は、研究科長が任にあ
　たり会務を統理する。
（委員会の構成）
第４７条　研究科委員会は、委員長が招集し、その議長と
　なる。
第４８条　研究科委員会は、構成員の３分の２以上の出席
　がなければ委員会を開くことができない。
２　議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否
　同数のときは、議長がこれを決する。

　　第１４章　　研究科運営委員会
（設置）
第４９条　大学院に研究科運営委員会を置く。
（組織）
第５０条　研究科運営委員会は、次に掲げる委員をもって
　組織し、必要に応じてその他の職員を加えることができ
　る。
　(1)　学長
　(2)　各研究科長　
　(3)　各研究科の専任教授
（審議事項）
第５１条　研究科運営委員会は、学長の諮問に応じ次に
　掲げる事項を審議する。
　(1)　大学院に関する重要な規則の制定改廃に関する
　　事項
　(2)　大学院の予算概算の方針に関する事項
　(3)　大学院と学部その他の機関との連絡調整に関す
　　る事項
　(4)　大学院収容定員に関する事項
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　(5)　その他大学院の運営に関する重要な事項
（招集）
第５２条　研究科運営委員会は、必要に応じ学長がこれを
招集し、その長となる。

　　第１５章　　事務組織
（事務処理）
第５３条　本大学院の事務は、事務部において処理する。

　　　附　則
１　本学則は、昭和５２年４月１日から施行する。
２　本学則以外に学生に対して必要な事項は、本大学学
　則に準拠するものとする。
　　　附　則
１　この学則は、平成２４年４月１日からこれを施行する。
２　本学則以外に学生に対して必要な事項は、本大学学
　則に準拠するものとする。

大学院各研究科授業科目
　別表Ⅰ－１　　文学研究科　（博士前期課程）

別表Ⅰ－２　　文学研究科　　（博士後期課程）

授　業　科　目

文献読解Ⅰ
文献読解Ⅱ
文献読解Ⅲ
文献読解Ⅳ
日本文学研究Ⅰ
日本文学研究Ⅱ
日本文学研究Ⅲ
日本文学研究Ⅳ
日本文学研究Ⅴ
日本語学研究Ⅰ
日本語学研究Ⅱ
中国文学研究
日本仏教文学研究
日本書誌研究
人文情報管理研究
人文情報検索研究
日本文学演習Ⅰ
日本文学演習Ⅱ
日本文学演習Ⅲ
日本文学演習Ⅳ
日本文学演習Ⅴ
日本語学演習
日本史史料演習
日本書誌演習

２
２
２
２

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
８

単　位　数

必修 選択 計

専
攻
名

日

本

文

学

専

攻

イギリス文学演習
アメリカ文学演習
英語学演習
英米文化演習
イギリス文学研究
アメリカ文学研究
英語学研究
英米文化研究
ヨーロッパ文学・文化研究
比較文学・文化研究
言語学研究
表象文化研究
異文化間コミュニケーション研究
アカデミック・ライティング
アカデミック・プレゼンテーション
人文情報管理演習
人文情報管理研究
人文情報検索研究
文化財学特殊講義Ⅰ
文化財学特殊講義Ⅱ
文化財学特殊講義Ⅲ
文化財学特殊講義Ⅳ
文化財学特殊講義Ⅴ
文化財学特殊講義Ⅵ
文化財学特殊講義Ⅶ
文化財学特殊講義Ⅷ
文化財学演習Ⅰ
文化財学演習Ⅱ
文化財学演習Ⅲ
文化財学演習Ⅳ
文化財学演習Ⅴ
建築文化財特殊講義
日本仏教史特殊講義
文献資料演習
人文情報管理研究

上代文学特殊研究
中古文学特殊研究
中世文学特殊研究
近世文学特殊研究
近代文学特殊研究
日本語学特殊研究
中国文学特殊研究
上代文学演習
中古文学演習
中世文学演習
近世文学演習

４
４
４
４
４
４
４
４
４
4
4
4
4
２
２
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

授　業　科　目
単　位　数

必修 選択 計

専
攻
名

日

本

文

学

専

攻

英

米

文

学

専

攻

文
化
財
学
専
攻
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別表Ⅱ　　歯学研究科

近代文学演習
日本語学演習
英文学特殊研究Ⅰ
英文学特殊研究Ⅱ
米文学特殊研究Ⅰ
米文学特殊研究Ⅱ
英語学特殊研究
英文学演習
米文学演習
英語学演習
英米文化特殊研究
比較文学・文化特殊研究
研究指導
文化財学特殊研究Ⅰ
文化財学特殊研究Ⅱ
文化財学特殊研究Ⅲ
文化財学特殊研究Ⅳ

４
４
４
４
４
４
４
12
12
12
４
４

４
４
４
４

文
化
財
学
専
攻

英

米

文

学

専

攻

授　業　科　目

（必修科目）
解剖学講義
解剖学実習
口腔解剖学講義
口腔解剖学実習
歯学特論
（選択科目）
生理学講義
口腔生理学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
病理学講義
口腔病理学講義
放射線・画像診断学講義
小児歯科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
組織学講義
組織学実習
口腔組織学講義
口腔組織学実習
歯学特論
（選択科目）
病理学講義
口腔病理学講義
保存修復学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
口腔外科学講義

４
８
４
８
５

４
８
４
８
５

８

８

８

８
８
８
１６

８

８
８
８
８

３０

３０

単　位　数

必修 選択 計

専
攻
名

歯

学

専

攻 解
剖
・
組
織
細
胞
学

口

腔

解

剖

学

専攻
分野

口腔内科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
生理学講義
生理学実習
口腔生理学講義
口腔生理学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
薬理学講義
歯科薬理学講義
有床義歯補綴学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
分子生化学講義
分子生化学実習
口腔分子生化学講義
口腔分子生化学実習
歯学特論
（選択科目）
組織学講義
口腔組織学講義
病理学講義
口腔病理学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
地域歯科保健学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
病理学講義
病理学実習
口腔病理学講義
口腔病理学実習
歯学特論
（選択科目）
組織学講義
口腔組織学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
口腔外科学講義
口腔内科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

４
８
４
８
５

４
８
４
８
５

４
８
４
８
５

８
８
１６

８

８

８

８
８
１６

８

８

８

８
８
８
８
１６

８

８

８
８
８
８
８
１６

30

３０

３０

歯

学

専

攻

生　
　

理　
　

学

病

理

学

分

子

生

化

学}
}
}

}

}

}

}
}
}

}
}

}
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（必修科目）
微生物学講義
微生物学実習
口腔微生物学講義
口腔微生物学実習
歯学特論
（選択科目）
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
地域歯科保健学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
口腔外科学講義
口腔内科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
薬理学講義
薬理学実習
歯科薬理学講義
歯科薬理学実習
歯学特論
（選択科目）
組織学講義
口腔組織学講義
生理学講義
口腔生理学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
歯科理工学講義
歯科理工学実習
歯学特論
（選択科目）
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
保存修復学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
有床義歯補綴学講義
クラウンブリッジ補綴学講義
歯科矯正学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
地域歯科保健学講義
地域歯科保健学実習

4
8
4
8
５

４
８
４
８
５

8
16
５

8
16

８

８
８
8
８
8
８
１６

８

８

８

８

８
8
８
１６

８

８
８
８
８
８
８
８
１６

30

30

30

30

歯

学

専

攻

口

腔

微

生

物

学

}

}
}
}
}

}
歯

科

理

工

学

薬

理

学

地
域
歯
科
保
健
学

歯学特論
（選択科目）
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
病理学講義
口腔病理学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
小児歯科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

　（必修科目）
保存修復学講義
保存修復学実習
歯学特論
（選択科目）
生理学講義
口腔生理学講義
病理学講義
口腔病理学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
歯科理工学講義
地域歯科保健学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
歯内療法学講義
歯内療法学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
組織学講義
口腔組織学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
病理学講義
口腔病理学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
歯科理工学講義
保存修復学講義
歯周病学講義
クラウンブリッジ補綴学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
歯周病学講義
歯周治療学実習
歯学特論

５

８
１６
５

８
１６
５

８
１６
５

８

８

８

８
８
８
８
１６

８

８

８

８
８
８
１６

８

８

８

８

８

８
８
８
８
８
１６

30

30

30

歯

学

専

攻

}
}
}

}
}
}

}
}
}
}
}
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域
歯
科
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健
学

保

存

修
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学

歯

内
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法

学

歯
周
病
学



Ⅰ
総
合
案
内

校
舎
配
置
図

こ
ん
な
と
き

　
　
ど
う
す
る
？

Ⅱ
事
務
手
続

　
　
ガ
イ
ド

Ⅲ
学
生
生
活

　
　
ガ
イ
ド

Ⅴ
奨
学
金

　
　
ガ
イ
ド

Ⅵ
健
康
管
理

　
　
ガ
イ
ド

Ⅶ
課
外
活
動

　
　
ガ
イ
ド

Ⅷ
学
内
施
設

　
　
ガ
イ
ド

Ⅸ
進
路
（
就
職
）

　
　
ガ
イ
ド

Ⅹ
災
害
・
事
故

等
へ
の
対
応

ⅠⅩ
学
会
・
父
母

会
・
同
窓
会
・

大
学
校
歌
他

Ⅳ
学
内
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
利
用

ガ
イ
ド

－104－

諸
規
程

病理学講義
口腔病理学講義
歯科矯正学講義
放射線・画像診断学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
口腔内科学講義
口腔内科学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
生理学講義
口腔生理学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
病理学講義
口腔病理学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
放射線・画像診断学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
歯科矯正学講義
歯科矯正学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
生理学講義
口腔生理学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
歯科理工学講義
放射線・画像診断学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
放射線・画像診断学講義
放射線・画像診断学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
組織学講義
口腔組織学講義
病理学講義
口腔病理学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
口腔外科学講義
口腔内科学講義

８
１６
５

８
１６
５

８
１６
５

8

8
８
８
１６

８

８

８

8

8

8
８
１６

８

８

８

８
８
8
１６

８

８

８

８
８
8
８

３０

30

30

}

}
}
}

}
}

}
}

}

}

}
}
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科
学

（選択科目）
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
歯科理工学講義
口腔内科学講義
放射線・画像診断学講義
探索歯学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
有床義歯補綴学講義
有床義歯補綴学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
生理学講義
口腔生理学講義
薬理学講義
歯科薬理学講義
歯科理工学講義
口腔外科学講義
口腔内科学講義
放射線・画像診断学講義
高齢者歯科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
クラウンブリッジ補綴学講義
クラウンブリッジ補綴学実習
歯学特論
（選択科目）
生理学講義
口腔生理学講義
歯科理工学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
歯科矯正学講義
放射線・画像診断学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
口腔外科学講義
口腔外科学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
生理学講義
口腔生理学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
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１６
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８

８
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8
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}
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}
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別表Ⅲ　入学検定料及び学生納付金
　文学研究科　

歯学研究科

その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
小児歯科学講義
小児歯科学実習
歯学特論
（選択科目）
組織学講義
口腔組織学講義
地域歯科保健学講義
保存修復学講義
歯科矯正学講義
放射線・画像診断学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
歯科麻酔学講義
歯科麻酔学実習
歯学特論
（選択科目）
生理学講義
口腔生理学講義
分子生化学講義
口腔分子生化学講義
薬理学講義
歯科薬理学講義
口腔外科学講義
口腔内科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
高齢者歯科学講義
高齢者歯科学実習
歯学特論
（選択科目）
生理学講義
口腔生理学講義
薬理学講義
歯科薬理学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
歯科理工学講義
歯科麻酔学講義
有床義歯補綴学講義
内科学
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
探索歯学講義
探索歯学実習
歯学特論
（選択科目）

８
１６
５

８
１６
５

８
１６
５

８
１６
５

8
16

8

8
8
8
8
8
１６

８

８

８

8
8
8
１６

８

８

８

８
8
8
8
8
１６

30

３０

30

30

}

}
}
}

}
}
}

歯

学

専

攻

歯

科

麻

酔

学

小

児

歯

科

学

高

齢

者

歯

科

学

探
索
歯
学

探

索

歯

学

分子生化学講義
口腔分子生化学講義
微生物学講義
口腔微生物学講義
保存修復学講義
歯内療法学講義
歯周病学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

（必修科目）
法医歯学講義
法医歯学実習
歯学特論
（選択科目）
解剖学講義
口腔解剖学講義
病理学講義
口腔病理学講義
口腔外科学講義
口腔内科学講義
その他許可を得た科目（講義）
その他許可を得た科目（実習）

８
１６
５

8

8

8
8
8
8
16

8

8

8
8
8
１６

30

}

}
}

}

歯

学

専

攻

法

医

歯

学

３５，０００円

２６０，０００円

６７０，０００円

１００，０００円

入 学 検 定 料

　　 入　学　金　（入学時）

　　 授　業　料　（年　額）

　　 施設設備費（入学時）

学

納

金

４０，０００円

３００，０００円

７００，０００円

３００，０００円

入 学 検 定 料

　　 入　学　金　（入学時）

　　 授　業　料　（年　額）

　　 施設設備費（入学時）

学

納

金


